
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

本社営業所 静岡県静岡市駿河区中島
1139-1

事業停止(28日間)及び
輸送施設の使用停止
(414日車)並びに文書
警告

貨物自動車運送事業
法第8条第1項

令和7年4月2日及び令和7年4月4日並びに令
和7年9月8日､監査方針に基づいて､監査を実
施｡18件の違反が認められた｡(1)事業計画に
定めるところに従う義務違反(貨物自動車運送
事業法第8条第1項)､(2)勤務時間等基準告示
の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項)､(3)酒酔い･酒気帯び運行の業
務(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
第5項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)点呼の実
施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項並びに第3項)､(6)飲
酒運転防止に係る点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(7)点呼の記録記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(8)業務の記録記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第8条)､(9)業務の記
録不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条)､(10)運行記録計による記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条)､(11)運行記録計による記録不実記録(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(12)運
行指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の3第1項)､(13)運転者
等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(14)運転者
に対する指導監督義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項)､(15)運転者
に対する飲酒運転防止に係る指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)､(16)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(17)特定の運転者に対する運転
適性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(18)運行管理者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第22条)

54 54

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

20251105 有限会社翔友（法人番
号9080002002722)　代
表者石川由信

1 静岡県静岡市駿河区古宿
18

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

2 20251105 ハートランス株式会社
（法人番号
6200001004164)　代表
者大野健治

岐阜県岐阜市大脇2丁目
33番地

岐阜営業所 岐阜県岐阜市大脇2丁目
32番1

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和6年10月7日及び令和7年2月20日､監査
方針に基づいて､監査を実施｡8件の違反が認
められた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第
2項)､(2)点呼の記録記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(3)
運行記録計による記録義務違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条)､(4)運転者に対
する指導監督義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項)､(5)運転者に対す
る指導監督記録義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(6)運転者に対
する指導監督記録記載事項等の不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(7)
特定の運転者に対する指導義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､(8)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)

0 0

3 20251107 株式会社聖心トランス
ポート（法人番号
7030001110425)　代表
者野村聖悦

埼玉県三郷市中央1丁目
17番地8-102

岐阜営業所 岐阜県羽島郡笠松町円城
寺字上川田858番地

輸送施設の使用停止
(90日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和6年11月6日､関係機関からの情報を端緒
として､監査を実施｡8件の違反が認められた｡
(1)勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(2)点
検整備記録簿等の記録保存義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の3)､(3)点
呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(4)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(5)業
務の記録記載事項等不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条)､(6)業務の記録不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(7)運行記録計による記録義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第9条)､(8)運転
者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条の5第1項)

9 9

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
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一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

4 20251107 伊藤運送株式会社（法
人番号
2180001096340)　代表
者泊正浩

愛知県津島市古川町2丁
目9-1

本社営業所 愛知県津島市古川町2丁
目9

輸送施設の使用停止
(86日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和7年1月28日､死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡13件の違反が認め
られた｡(1)勤務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(2)運転者の1箇月の拘束時間及び休日労
働の限度違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(3)定期点検整備等の未実
施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の3)､(4)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､
(5)点呼の記録記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)業務の
記録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条)､(7)運行記録計による記録
義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第9条)､(8)運転者等台帳の作成義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(9)運転者等台帳の記載事項等不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第
1項)､(10)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(11)運転者に対する指導監督記録記載
事項等の不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項)､(12)特定の運転者に対す
る指導義務違反(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項)､(13)特定の運転者に対
する運転適性診断未受診(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項)

9 9

5 20251107 株式会社オール・ウェ
イズ（法人番号
4180001097056)　代表
者宮松大志

愛知県愛西市東條町西田
面44番地3

岐阜営業所 岐阜県羽島郡岐南町徳田
7-1

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和7年8月21日､死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)運転者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(2)運転者に対する指導監督記録保存義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項)､(3)特定の運転者に対する指導義
務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項)､(4)特定の運転者に対する運転適
性診断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項)

0 0

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

6 20251111 ジェイ．ライフ物流株式
会社（法人番号
1200001033820)　代表
者加藤英生

岐阜県中津川市福岡1387
番地38

本社営業所 岐阜県中津川市苗木字柿
野48番地457

輸送施設の使用停止
(74日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の
5第1項

令和7年1月22日､監査方針に基づいて､監査
を実施｡7件の違反が認められた｡(1)運転者等
台帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項)､(2)事故の記録
記録事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項並びに第3項)､(4)点呼の記録記載事
項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)､(5)運行指示書の作成義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3
第1項)､(6)勤務時間等基準告示の遵守違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(7)運転者に対する指導監督義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項)

8 8

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

愛知県北名古屋市法成寺
戌亥出1番

輸送施設の使用停止
(150日車)及び文書警
告

7 貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1
項第6号

令和6年8月6日及び令和6年8月29日並びに令
和6年9月5日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡16件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自動
車運送事業法施行規則第2条第1項第6号)､(2)
勤務時間等基準告示の遵守違反(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項)､(3)運転
者の1箇月の拘束時間及び休日労働の限度
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3
条第4項)､(4)健康診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項)､(5)定期点
検整備等の未実施(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条の3)､(6)点呼の実施義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1
項及び第2項)､(7)点呼の記録記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)､(8)点呼の記録不実記載(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第5項)､(9)業務の記
録記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(10)運転者に対する指導監
督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項)､(11)運転者に対する指導監
督記録記載事項等の不備(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項)､(12)特定の運
転者に対する指導義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項)､(13)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)､
(14)運行管理者に対する指導監督義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条)､
(15)一般講習受講義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第23条第1項)､(16)運行管
理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第21条第1項)

15 1520251112 株式会社笹田運送（法
人番号
2180001081020)　代表
者井上達也

愛知県犬山市大字羽黒字
宮浦20-1

西春営業所

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

8 20251120 株式会社Ｋロジテム（法
人番号
7130001068430)　代表
者久保田強治

静岡県焼津市飯渕768-1 焼津営業所 静岡県焼津市飯渕768-1 輸送施設の使用停止
(134日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法第8条第1項

令和7年2月26日及び令和7年3月6日並びに令
和7年3月28日､死亡事故を引き起こしたことを
端緒として､監査を実施｡15件の違反が認めら
れた｡(1)事業計画に定めるところに従う義務違
反(貨物自動車運送事業法第8条第1項)､(2)運
転者等台帳の記載事項等不備(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､(3)事業
報告書及び事業実績報告書未提出(貨物自動
車運送事業法第60条第1項)､(4)事故の記録記
録事項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条の2)､(5)点呼の実施不適切(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第1項及び第
2項並びに第3項)､(6)点呼の実施義務違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項
及び第2項)､(7)点呼の記録義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(8)
点呼の記録不実記載(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)､(9)業務の記録義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条)､(10)業務の記録記載事項等不備(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条)､(11)運行
指示書の作成義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1項)､(12)運行記録
計による記録義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(13)勤務時間等基準告
示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項)､(14)一の運行の勤務時間遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
3条第4項)､(15)運転者に対する指導監督義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1項)

14 14

9 20251127 川口工運有限会社（法
人番号
3180302015262)　代表
者川口朝樹

愛知県蒲郡市拾石町五反
田11番地3

本社営業所 愛知県蒲郡市拾石町五反
田11番地3

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項並びに第
3項

令和7年10月7日、死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として､監査を実施｡4件の違反が認めら
れた｡(1)点呼の実施義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項
並びに第3項)､(2)業務の記録記載事項等不備
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､
(3)運転者に対する指導監督義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)､(4)
特定の運転者に対する運転適性診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
2項)

0 0

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

10 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

稲武郵便局 愛知県豊田市稲武町タヒ
ラ４

輸送施設の使用停止
（106日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

11 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

揖斐川郵便局 岐阜県揖斐郡揖斐川町三
輪出口南２２７９－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月12日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

12 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

恵那郵便局 岐阜県恵那市大井町１８５
－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

13 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

藤橋郵便局 岐阜県揖斐郡揖斐川町東
横山５１１番地の１

輸送施設の使用停止
（127日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月12日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録
不実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項)

14 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

川辺郵便局 岐阜県加茂郡川辺町中川
辺１５１５－１

輸送施設の使用停止
（89日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月28日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

15 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

阿田和郵便局 三重県南牟婁郡御浜町阿
田和４９２６－１２

輸送施設の使用停止
（127日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月27日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

16 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

内城田郵便局 三重県度会郡度会町棚橋
土橋５４１－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

17 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

気多郵便局 静岡県浜松市天竜区春野
町気田８５１－２

輸送施設の使用停止
（121日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月25日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

18 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

三ヶ日郵便局 静岡県浜松市浜名区三ヶ
日町三ヶ日４４３－３

輸送施設の使用停止
（137日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

19 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

富士川郵便局 静岡県富士市中之郷３８０
８－３

輸送施設の使用停止
（88日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年9月4日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

20 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

美浜郵便局 福井県三方郡美浜町郷市
２３－１２

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

21 20251105 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

三方郵便局 福井県三方上中郡若狭町
三方３０－２２

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

22 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

額田郵便局 愛知県岡崎市牧平町荒井
野７９－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月22日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

23 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

高浜郵便局 愛知県高浜市本郷町１－
１－２

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

24 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

神岡郵便局 岐阜県飛騨市神岡町江馬
町９－１５

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

25 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

国府郵便局 岐阜県高山市国府町広瀬
町１３３５番地

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月12日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

26 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

久々野郵便局 岐阜県高山市久々野町無
数河６４５番地

輸送施設の使用停止
（101日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月14日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

27 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

明智郵便局 岐阜県恵那市明智町１８６
９番地の１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月28日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

28 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

大台郵便局 三重県多気郡大台町佐原
寺前通８４１－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月20日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

29 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

田子郵便局 	静岡県賀茂郡西伊豆町田
子１１５５－２

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月12日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

30 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

舞阪郵便局 静岡県浜松市中央区舞阪
町浜田１９５

輸送施設の使用停止
（135日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月9日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

31 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

富士北郵便局 静岡県富士市厚原字溝下
６５－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

32 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

大飯郵便局 福井県大飯郡おおい町本
郷１５６天神７－３

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月27日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

33 20251112 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

高浜郵便局 福井県大飯郡高浜町宮崎
８７－６－１０

輸送施設の使用停止
（133日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月1日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

34 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

岩津郵便局 愛知県岡崎市東蔵前町字
木平７５

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

35 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

幸田郵便局 愛知県額田郡幸田町大字
芦谷字大西１－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月30日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

36 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

高鷲郵便局 岐阜県郡上市高鷲町大鷲
８６９－１

輸送施設の使用停止
（32日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月15日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)

37 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

飛騨古川郵便
局

岐阜県飛騨市古川町新栄
町３－１

輸送施設の使用停止
（83日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月14日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

38 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

荘川郵便局 岐阜県高山市荘川町新渕
５５６－１

輸送施設の使用停止
（92日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

39 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

海山郵便局 三重県北牟婁郡紀北町引
本浦４２１－１

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月13日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

40 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

阿山郵便局 三重県伊賀市馬場１０８４
番地の３

輸送施設の使用停止
（107日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

41 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

松崎郵便局 静岡県賀茂郡松崎町江奈
１９７－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

42 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

浜岡郵便局 静岡県御前崎市池新田２
７１９－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月15日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

43 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

桜木郵便局 静岡県掛川市下垂木１３２
４－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月25日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

44 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

武生郵便局 越前市中央１丁目１０－３
０

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月19日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

45 20251119 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

丸岡郵便局 坂井市丸岡町今福１２字４ 輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月23日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送、(3)点呼の記録不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)

46 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

吉良町郵便局 愛知県西尾市吉良町木田
祐言５６

輸送施設の使用停止
（96日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月13日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

47 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

小原郵便局 愛知県豊田市上仁木町白
山１０８６－１

輸送施設の使用停止
（87日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送、(3)点呼の記録不実記
載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

48 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

御津郵便局 愛知県豊川市御津町西方
源農６２

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月23日、監査方針に基づいて、監査
を実施。4件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録記載事項
等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)､(4)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

49 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

丹生川郵便局 岐阜県高山市丹生川町町
方１８の４番地

輸送施設の使用停止
（84日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月8日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)､(3)点呼の記録不実記載(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)

50 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

和良郵便局 岐阜県郡上市和良町沢９
９６－５

輸送施設の使用停止
（29日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

51 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

中野方郵便局 岐阜県郡上市和良町沢９
９６－５

輸送施設の使用停止
（29日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月31日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

52 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

入鹿郵便局 三重県熊野市紀和町板屋
７８－４

輸送施設の使用停止
（52日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月12日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

53 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

相良郵便局 静岡県牧之原市波津１丁
目３６

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

54 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

熱海郵便局 静岡県熱海市水口町１３
－１４

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月29日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)、(2)点呼の記録不
実記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5項)

55 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

川根郵便局 静岡県島田市川根町家山
５２０－１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月7日、監査方針に基づいて、監査
を実施。3件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の実施不
適切(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第1項及び第2項)､(3)点呼の記録不実記載
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5
項)

56 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

敦賀郵便局 福井県敦賀市元町１１－５ 輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月27日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

57 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

小浜郵便局 福井県小浜市一番町１－
１

輸送施設の使用停止
（60日車）及び文書警
告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月1日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録不実
記載(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項)

58 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

平和郵便局 愛知県稲沢市平和町中三
宅高道３５－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

59 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

旭郵便局 愛知県豊田市小渡町寺ノ
下４－１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月4日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

60 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

穂積郵便局 岐阜県瑞穂市別府１０６１
－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施不適切(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記載
事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第5項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称

事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

一般貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の公表について (令和７年１１月分)

61 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

付知郵便局 岐阜県中津川市付知町５
８０７番地の８

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

62 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

青山郵便局 三重県伊賀市阿保１２９９
番地

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月17日、監査方針に基づいて、監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)､(2)点呼の記録記
載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第5項)

63 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

伊賀郵便局 三重県伊賀市下柘植６７０
番地の１

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月24日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

64 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

戸田郵便局 静岡県沼津市戸田９８２ 文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年7月11日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

65 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

大須賀郵便局 静岡県掛川市横須賀１２８
６－３

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年8月26日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

66 20251126 【貨物軽自動車運送事
業】日本郵便株式会社
（法人番号
1010001112577）代表
者小池信也

東京都千代田区大手町２
－３－１

松岡郵便局 福井県吉田郡永平寺町松
岡春日１－２

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第
1項及び第2項

令和7年6月27日、監査方針に基づいて、監査
を実施。1件の違反が認められた。(1)点呼の
実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1項及び第2項)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。


